
 

 

東 京 に お け る 自 然 の 保 護 と 回 復 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 東 京 都 規 則 第 三 十 九 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行  
目 次 （ 現 行 の と お り ）  目 次 （ 略 ）  

第 一 条 か ら 第 二 十 一 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 一 条 か ら 第 二 十 一 条 ま で （ 略 ）  

（ 野 生 動 植 物 の 捕 獲 等 の 制 限 の 対 象 と な ら な い 行 為 ）  （ 野 生 動 植 物 の 捕 獲 等 の 制 限 の 対 象 と な ら な い 行 為 ）  

第 二 十 二 条 （ 現 行 の と お り ）  第 二 十 二 条 （ 略 ）  

一 （ 現 行 の と お り ）  一 （ 略 ）  

イ か ら ニ ま で （ 現 行 の と お り ）  イ か ら ニ ま で （ 略 ）  

ホ 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第

百 三 十 七 号 。 以 下 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 一

号 に 掲 げ る 施 設 、 同 条 第 二 号 イ 、 ロ 、 ハ 、 ル 若 し く は ヲ に 掲

げ る 施 設 （ 同 号 イ に 掲 げ る 施 設 に つ い て は 駐 車 場 及 び ヘ リ ポ

ー ト を 除 き 、 同 号 ハ に 掲 げ る 施 設 に つ い て は 公 共 施 設 用 地 に

限 る 。 ） 、 特 別 地 区 が 指 定 さ れ 、 若 し く は そ の 区 域 が 拡 張 さ

れ た 際 現 に 同 法 第 六 十 六 条 の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ

て い る 施 設 又 は 同 条 の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ た 施 設

で あ っ て 条 例 第 二 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て 設

置 さ れ た も の （ 条 例 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 協 議 に 係

る も の を 含 む 。 ）  

ホ 漁 港 漁 場 整 備 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） 第 三 条

第 一 号 に 掲 げ る 施 設 、 同 条 第 二 号 イ 、 ロ 、 ハ 、 ル 若 し く は ヲ

に 掲 げ る 施 設 （ 同 号 イ に 掲 げ る 施 設 に つ い て は 駐 車 場 及 び ヘ

リ ポ ー ト を 除 き 、 同 号 ハ に 掲 げ る 施 設 に つ い て は 公 共 施 設 用

地 に 限 る 。 ） 、 特 別 地 区 が 指 定 さ れ 、 若 し く は そ の 区 域 が 拡

張 さ れ た 際 現 に 同 法 第 四 十 条 の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ

れ て い る 施 設 又 は 同 条 の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ た 施

設 で あ っ て 条 例 第 二 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て

設 置 さ れ た も の （ 条 例 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 協 議 に

係 る も の を 含 む 。 ）  

ヘ か ら ク ま で （ 現 行 の と お り ）  ヘ か ら ク ま で （ 略 ）  

二 か ら 五 ま で （ 現 行 の と お り ）  二 か ら 五 ま で （ 略 ）  

第 二 十 三 条 か ら 第 三 十 一 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 二 十 三 条 か ら 第 三 十 一 条 ま で （ 略 ）  

（ 特 別 地 区 内 等 の 行 為 の 許 可 基 準 ）  （ 特 別 地 区 内 等 の 行 為 の 許 可 基 準 ）  



 

 

第 三 十 二 条 （ 現 行 の と お り ）  第 三 十 二 条 （ 略 ）  

 一 （ 現 行 の と お り ）   一 （ 略 ）  

 イ 及 び ロ （ 現 行 の と お り ）   イ 及 び ロ （ 略 ）  
ハ （ 現 行 の と お り ）  ハ （ 略 ）  

（ 現 行 の と お り ）  （ 略 ）  

（イ
）
か ら （ヘ

）
ま で （ 現 行 の と お り ）  

（ト
）

 漁 港 漁 場 整 備 法 第 三 条 に 規 定 す る 漁 港 施 設 又 は 同 法 第 六

十 六 条 の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ た 施 設  

（チ
）
か ら （テ

）
ま で （ 現 行 の と お り ）  

ニ 及 び ホ （ 現 行 の と お り ）  

（イ
）
か ら （ヘ

）
ま で （ 略 ）  

（ト
）

 漁 港 漁 場 整 備 法 第 三 条 に 規 定 す る 漁 港 施 設 又 は 同 法 第 四

十 条 の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ た 施 設  

（チ
）
か ら （テ

）
ま で （ 略 ）  

ニ 及 び ホ （ 略 ）  

二 か ら 十 一 ま で （ 現 行 の と お り ）  二 か ら 十 一 ま で （ 略 ）  

第 三 十 三 条 及 び 第 三 十 四 条 （ 現 行 の と お り ）  

（ 特 別 地 区 内 等 に お け る 許 可 等 を 要 し な い 行 為 ）  

第 三 十 三 条 及 び 第 三 十 四 条 （ 略 ）  

（ 特 別 地 区 内 等 に お け る 許 可 等 を 要 し な い 行 為 ）  

第 三 十 五 条 （ 現 行 の と お り ）  第 三 十 五 条 （ 略 ）  

 一 （ 現 行 の と お り ）  

 二 （ 現 行 の と お り ）  

 一 （ 略 ）  

 二 （ 略 ）  

 イ （ 現 行 の と お り ）   イ （ 略 ）  

ロ 漁 港 漁 場 整 備 法 第 三 条 第 一 号 に 掲 げ る 施 設 、 同 条 第 二 号 イ

か ら ハ ま で 、 ル 若 し く は ヲ に 掲 げ る 施 設 （ 同 号 イ に 掲 げ る 施

設 に つ い て は 駐 車 場 及 び ヘ リ ポ ー ト を 除 き 、 同 号 ハ に 掲 げ る

施 設 に つ い て は 、 公 共 施 設 用 地 に 限 る 。 ） 、 特 別 地 区 が 指 定

さ れ 、 若 し く は そ の 区 域 が 拡 張 さ れ た 際 現 に 同 法 第 六 十 六 条

の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ て い る 施 設 又 は 同 条 の 規 定

に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ た 施 設 で あ っ て 条 例 第 二 十 二 条 第

ロ 漁 港 漁 場 整 備 法 第 三 条 第 一 号 に 掲 げ る 施 設 、 同 条 第 二 号 イ

か ら ハ ま で 、 ル 若 し く は ヲ に 掲 げ る 施 設 （ 同 号 イ に 掲 げ る 施

設 に つ い て は 駐 車 場 及 び ヘ リ ポ ー ト を 除 き 、 同 号 ハ に 掲 げ る

施 設 に つ い て は 、 公 共 施 設 用 地 に 限 る 。 ） 、 特 別 地 区 が 指 定

さ れ 、 若 し く は そ の 区 域 が 拡 張 さ れ た 際 現 に 同 法 第 四 十 条 の

規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ て い る 施 設 又 は 同 条 の 規 定 に

よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ た 施 設 で あ っ て 条 例 第 二 十 二 条 第 三



 

 

三 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て 設 置 さ れ た も の （ 条 例 第 三 十

二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 協 議 に 係 る も の を 含 む 。 ）  

項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て 設 置 さ れ た も の （ 条 例 第 三 十 二

条 第 一 項 の 規 定 に よ る 協 議 に 係 る も の を 含 む 。 ）  
三 か ら 十 二 ま で （ 現 行 の と お り ）  

２ （ 現 行 の と お り ）  

三 か ら 十 二 ま で （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

第 三 十 六 条 か ら 第 七 十 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 三 十 六 条 か ら 第 七 十 条 ま で （ 略 ）  

別 表 第 一 か ら 別 表 第 五 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 表 第 一 か ら 別 表 第 五 ま で （ 略 ）  

別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 十 四 号 様 式 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 十 四 号 様 式 ま で （ 略 ）  

  



 

 

  

別 記 第 十 五 号 様 式 の 二 か ら 第 二 十 五 号 様 式 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 十 五 号 様 式 の 二 か ら 第 二 十 五 号 様 式 ま で （ 略 ）  

 


